
総務部長の山根です。

私からは、人材戦略についてお話しさせていただきます。



本日、お話しさせていただく内容はご覧のとおりでございます。





先程、古宮よりご説明させていただきましたとおり、現中期経営計画における
重点戦略の実行に向け、今回新たに人材戦略を策定し、運用の改革を進めてお
ります。

当社グループは、「あるべき姿」である「安全とサービスを基盤として九州、
日本、そしてアジアの元気をつくる企業グループ」の実現に向けて、「安全・
安心なモビリティサービスを軸に地域の特性を活かしたまちづくりを通じて九
州の持続的な発展に貢献する」という「2030年長期ビジョン」を掲げておりま
す。

「あるべき姿」や「2030年長期ビジョン」の実現に向け、マテリアリティのひ
とつに「価値創造の源泉である人づくり」を掲げ、「人づくり」を推進してお
ります。





まず、当社の「2030年長期ビジョン」について、この長期ビジョンを実現する
ために、2つの実現方針を策定しております。

 1つ目の方針として、「価値観の変化を捉えた“豊かな生活を実現する”まちづく
り」を掲げております。



 2つ目の方針として、「九州の持続的な発展に貢献する領域の拡大」を掲げてお
ります。



それら2つの2030年長期ビジョン実現方針に基づいて、必要な人材像と取り組
みを特定しました。そして、必要な人材を維持、育成し、獲得するために対応
しなければならない人材面での課題を抽出しました。

例えば、長期ビジョン実現方針①の「価値観の変化を捉えた“豊かな生活を実現
する”まちづくり」に向けては、モビリティサービスの維持や更なる不動産開発
の推進などが必須であり、そのためには「安全とサービスを担う人材の育成」
や「市場競争力の高い専門人材の育成と獲得」などが不可欠です。

このような人材の育成には時間を要したり、獲得が難しい一方で、人材を取り
巻く環境も変化しており、当社への入社を希望する学生数の減少や若年層の退
職者増加、競争力に欠ける待遇やメリハリの不足した評価制度など、様々な人
材面での課題を抱えております。



これら課題に対応し、「あるべき姿」や「2030年長期ビジョン」を実現してい
くために、2022年4月以降、社長をトップとする人材戦略会議を毎月開催する
と共に、社員との意見交換や外部ステークホルダーからのヒアリングなども行
い、多様な視点での議論を重ね、人材戦略として2つの基本方針とそれを支える
4つの柱を策定しました。

また、基本方針の中では、経営戦略を実行するうえで必要な社員の知識とスキ
ルを「人間力」と「実務力」と改めて定義しました。

社員の「個」の力の最大化による当社グループの成長を目指し、2つの基本方針
を支える4つの柱に基づいて、人事戦略における様々な改革や施策を推進してお
ります。

続いて、4つの柱に基づく、具体的な取り組み内容についてご説明いたします。





 まず、4つの柱のうち、1つ目の柱である「意欲と能力のある社員への挑戦・成
長の機会の提供と支援」についてご説明いたします。

 社員の働きがいの創出と人間力および実務力向上のためには、意欲と能力のあ
る社員に対して挑戦の機会を提供し、支援することが重要だと考え、社員のキ
ャリア支援や学び、挑戦の場の拡充などに取り組んでおります。



 育成においては、未来創造プログラムHIRAMEKIを推進しています。

 新規事業の提案を社員から募り、採用されれば、実際に提案者をその事業や取
組みのプロジェクトに配属します。

 2023年度にはリニューアルし、年1回の募集を年2回としたほか、専用アプリ
を設けて、社員同士でアイデアを共有できるようにしました。

 また、選考の途中で、関係部門や支援会社との打ち合わせを行い、内容のブラ
ッシュアップを行えるようにしました。

 2023年度上期は45件の応募があり、5件が書類審査・動画審査を経て役員プ
レゼンに進出しています。



 また、一般社員約5,000名を対象として、2023年9月より、キャリアデザイン
研修を開講しました。

 自らの業務の意義や価値を明確にし、将来のキャリアビジョンを描くことで働
きがいを向上することを目的としております。

 なお、この研修の講師は、社内公募で社内トレーナーに選ばれた2名が務めて
います。



 続いて、2つ目の柱である「多様な価値観や能力を持つ社員の活躍による新た
な価値の創造」についてご説明いたします。

 労働市場の変化やステークホルダーのニーズの変化に柔軟に対応し、企業が成
長と進化を続けるためには、多様な価値観や能力を持つ社員の活躍を推進する
ことで新たな価値を創造することが必要だと考えております。



採用については、2023年より本格的に社会人採用を開始しました。今年度は、
11月1日時点で、79名が入社しています。

 10月にはリターン雇用制度をリニューアルし、対象者を拡大した「ハッピー
ターン採用」を開始しました。一度退職したものの再び当社で力を発揮したい
と考える方に対し、採用の窓口を設けたものです。

なお、社会人採用者については、入社時研修やメンター制度といったフォロー
体制を構築し、定着と活躍を推進しています。



続いて、3つ目の柱である「努力と成果に応じたメリハリのある評価と報酬」に
ついて、ご説明いたします。

多角的な当社の事業特性に応じた評価等のメリハリ不足や評価に関するフィー
ドバックの不足、不透明な評価、地場企業等と比べて魅力に欠ける賃金等の待
遇などを課題として認識し、人事・賃金制度改正を行いました。

賃金水準の見直しや子育て支援、多様な働き方の提供に加え、評価の透明性を
確保するとともに、人材の早期抜てき、昇給・ボーナスにメリハリを持たせる
ことで、意欲と能力のある社員の活躍推進を図ります。



人事賃金制度の主な改正点をご紹介いたしますと、まず「賃金水準の見直し等
による人材の確保・獲得」を目的として、基本給を年齢に応じて2万～3万円引
き上げます。約12%の賃上げです。

「人材の早期抜てき、メリハリのある昇給・ボーナスによる意欲と能力のある
社員の活躍推進」を目的として、総合職、専門職として採用していた区分を撤
廃、昇進試験の受験資格に設けていた在級年数などの条件も見直し、学歴や採
用区分に関わらず、能力や意欲に応じて昇進できる制度とします。

また、人事評価に応じた昇給額やボーナスの増額率の幅を拡大し、報酬にメリ
ハリを持たせます。

「子育て支援や多様な働き方の提供を通じた社員の働きがいの向上」を目的と
して、手当等を見直し、扶養手当は子供に重点を置いて増額、出産祝金も子育
て支援のため増額します。



最後に、4つ目の柱である「ライフプランに合わせた柔軟な働き方が選択できる
環境整備と健康経営の推進」についてご説明いたします。

社会のあり方の変化や働き方の価値観の多様化などを踏まえ、社員一人ひとり
のライフプランに合わせた柔軟な働き方が選択できるよう、より働きやすい環
境の整備を推進します。

また、社員一人ひとりの健康づくりは、社員がいきいきと元気に働き続け、力
を発揮するための基盤であり、戦略的に実践する健康経営を推進しておりま
す。



多様な働き方を可能にする制度のひとつとして、2024年4月より社員が育児や
介護等のライフステージに合わせて就業するエリアを限定できる制度を導入し
ます。

エリアの範囲は本社・支社エリアを基本としており、適用期間は原則として1年
間で、適用されれば基本給はエリアを限定しない場合の90%となります。

 2024年4月に向けて、10月に募集を行い、現在集約中です。申請した社員には
2024年2月に可否を通知し、4月に発令を行います。



 最後に、人材戦略のガバナンスとリスク管理についてご説明いたします。



 2023年4月にガバナンス強化の観点から、継続して人材戦略を審議する機関と
して、社長執行役員を委員長とする人材戦略委員会を設置しました。

人材戦略委員会にて審議した重要な事項については、必要に応じて取締役会に
て報告、取締役会から指示を出す仕組みとしております。



また、人材戦略の2つの基本方針を踏まえ、中期経営計画で設定した非財務KPI
に、新たな指標を追加しました。

人材戦略委員会において、KPIの進捗や取り組み状況を確認し、状況に応じて具
体的な施策の改善を図ります。



実際に、2023年度は4月以降、人材戦略委員会を月1回開催し、人材戦略やKPI
の進捗状況を確認しています。

人材戦略委員会では、その進捗状況に応じた打ち手を議論し、人材に関する各
種計画の策定や施策の見直しなどを行っています。



今後も人材戦略委員会を活用することで、具体的取り組みやKPIなどの進捗を確
認し、議論を重ね、環境変化や各種施策の浸透度、進捗状況等に応じて、柔軟
に具体的な施策の見直しを行い、PDCAサイクルを回してまいります。

こうして確実に人材戦略を推進し、「2030年長期ビジョン」、そして「あるべ
き姿」を実現してまいります。

以上で説明を終わります。




